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人 事 委 員 会

　福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、

ここに公布する。

　　令和 6年 6月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市人事委員会

委 員 長　　平　　江　　徳　　子　　　　

福岡市人事委員会規則第 5号

　　　福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

　福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和47年福岡市人事委員会規

則第 9号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1　級別職務分類表　 2　医療職給料表級別職務分類表　ア　医療職給料表あ中

「医師等である部長の職務」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和 6年 7月 1日から施行する。
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